
１．総合計画とは 

①これからの１０年間のまちづくりを、「※２地方自治の本旨」に則して「こういうまちにしたい」、

そのために「こうしていこう」ということを示すもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②総合計画（基本構想）は、「※３地方自治法第２条第４項」の規定に基づき、議会の議決を経て

策定するもので、八重瀬町の行政計画で最も上位に位置づけられる計画です。 

 

 

 

 
  
 ③「まちづくりの基本理念」に則して「八重瀬町の目指す将来像を掲げ」と「将来像を実現する

ために取り組む基本目標」、「基本目標の達成に向けた施策の方針」を総合的かつ体系的に示し、

まちづくりを計画的に行うための指針として策定します。 

 

    
 

④本計画の策定に当たっては、八重瀬町の歴史、文化、地理的条件、将来人口、財政状況、社会

動向、まちの課題等を踏まえた上で、町民アンケートやまちづくり地域ワークショップ及び合

併後の新町の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的に策定した「新町建設計画」並び

に合併協定項目で確認した「合併の理念」を基本としています。 

※２「地方自治の本旨」とは憲法第９２条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、

地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とあり、次の二つの面があると言われ

ています。  
①団体自治／地域のことはその地域を治める団体が、この権限と責任において自主的に処理すること  

②住民自治／地域のことはこの地域の住民の意思に基づいて行うこと（住民の民主的参加） 

※１「まちづくり」とは、道路や公園、建物と言った物質的な創造だけではなく、社会、経

済、文化、環境等、町民生活の根幹を構成するあらゆる要素をも含む八重瀬町の福祉向

上にむけた活動とします。 

※３「地方自治法第２条第４項」市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決

を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、こ

れに即して行なうようにしなければならない。 
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資料-１



八重企第３８９号 

平成２０年２月６日 

 

 

八重瀬町長 中 村 信 吉  殿 

 

 

八重瀬町町章・町花等検討委員会  

 委員長  金 城 繁 雄    

  【公印省略】  

 

八重瀬町町民憲章について （答申） 

 

 

平成１８年６月２１日付八重瀬町諮問第２号により、当委員会に諮問のありました 

八重瀬町町民憲章について、慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり「町民憲章」を 

成案とすることになりましたので、ここに答申いたします。 

なお、町民憲章を制定するにあたり、その目的を推進するための協議会等を設置し 

その施策を展開することを要望します。 

 

記 

 

 

八重瀬町町民憲章 

（前文） 

八重瀬町は、沖縄本島の南に位置し、八重瀬岳のふもとに広がる恵まれた自然や 

先人たちが築き上げてきた悠久の歴史、伝統文化が息づくまちです。 

 わたしたち八重瀬町民は、その誇りと責任をもち、心豊かで明るく活力ある    

まちづくりをめざし町民憲章を定めます。 

 

（本文） 

一、わたしたちは 自然を守り育て、住みよいまちをつくります。 

一、わたしたちは いのち、ふれあいを大切に、思いやりのあるまちをつくります。 

一、わたしたちは 心とからだをきたえ、健康で明るいまちをつくります。 

一、わたしたちは 歴史を学び、平和で、文化のかおるまちをつくります。 

一、わたしたちは 働くよろこびと若い力が育つ、活気あふれるまちをつくります。 
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基本構想 
第２章 基本方針 

 

 

第２章 基本方針 

１．まちづくりの体系 

まちの将来像とそれを実現するための基本目標、目標の達成に向けた施策の方針を体系的に示します。 
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魂 
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自 

然 
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清 

ら 

ま 

ち 

１活気とうるおいのある

豊かなまち 

２ 自 然 と 共 生 し た 、 安

全・安心なまち 

３結いの心で支えあう健

康・福祉のまち 

５共に考え行動する協働

のまち 

（１）産業の振興による魅力と活力を創

出するまちづくり（産業振興） 

基本目標の達成に向けた 

施策の方針 

（２）調和のとれた安全・安心なまちづ

くり（都市基盤・生活基盤の整備） 

（３）自然と人が共生する環境にやさし

いまちづくり（環境の保全と活用） 

（６）町民と行政の協働でつくる

町民が主役のまちづくり（町民参

画の推進） 

（７）情報の共有による開かれたまちづ

くり（情報の共有） 

（４）人と人の結いとやさしさが支える

ふれあいのまちづくり（保健・医療・福

祉の充実） 

基 本 目 標 

（５）夢と未来を開く心豊かなまちづく

り（教育・文化の充実） 

４いのちを育む教育文化

のまち 

６財政基盤の安定した自

立的なまち 

（８）健全な行財政基盤を確立するまち

づくり（効率的な行財政の運営） 

将 

来 

像 
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　合併（協議）の基本理念に関することについて、次のとおり提案する。

※用語説明

ほん‐い【本位】

　②基本とする標準。中心になるもの。

き‐きゅう【希求・冀求】

　願いもとめること。

えい‐ち【英知・叡知・叡智】

　深遠な道理をさとりうるすぐれた才知

平成１６年１１月１５日

東風平町・具志頭村合併協議会

会　長　　金　城　　榮　幸

合併（協議）の基本理念に関すること（協定項目１）

協議第５号

　　１、合併は住民本位による合併（協議）であること。
　　２、合併による広域的発展を視野におきつつ、構成町村の均衡（平等）ある発展を希求すること。
　　３、合併による住民サービスの低下を招かない行財政の健全運営を推進する合併であること。
　　　　①行政運営（事業実施）の優先度を明確にし、財政破綻を招かないこと。
　　　　②合併特例債は有効に活用するものとし、将来の財政負担を勘案し、節度ある活用にとどめ
　　　　　ること。
　　４、積極的な情報の公開により、住民との情報の共有を図ること。
　　５、構成町村の課題を共有し、譲り合う心をもった英知ある合併（協議）であること。
　　６、合併を契機に、地方自治の原点に立った行財政改革を行うこと。
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